
 

令和６年度手話奉仕員養成講座（基礎編）開催要項 

 

１.目  的    聴覚障がい者、聴覚障がい者の生活及び関連する福祉制度等についての

理解と認識を深めるとともに、手話で日常会話を行うに必要な手話語彙

及び  手話表現技術を習得する事を目的とする。 

 

２.主  催   石垣市 

 

３.受講対象者 石垣市在住で、令和５年度手話奉仕員養成講座入門編を修了したもの。 

        ※他市町村等で過去２年以内に入門編を修了し、かつ、基礎編を受講して 

いない方はお問合せください。 

 

４.協力機関   一般社団法人沖縄県聴覚障害者協会・石垣聴覚障がい者友の会など 

 

５.受講期間   令和６年５月１５日（水）～令和６年１１月６日（水） 

         ※毎週水曜日１９時００分～２１時  

         ※台風等休講や習得状況に応じて期間延長あり 

 

６.定  員   15名（定員を超えた場合は、審査により受講者を決定する） 

 

７.受講場所   石垣市役所 1階 コミュニティールーム・ 他 

 

８.受講料    無料 

 

９.その他    修了証については、講義と実技合わせて８０％以上出席の方に授与。 

手話奉仕員養成講座は入門編と基礎編の両方を受けて全課程修了となる。  

 

１０.問合せ先  石垣市福祉部障がい福祉課 障がい福祉係 

〒９０７－８５０１ 

        石垣市真栄里６７２番地 

        電話：0980-82-9947／FAX：0980-82-1580 

Ｅmail：syuwa@city.ishigaki.okinawa.jp 

意思疎通支援事業担当：大濵・圷・本村 


